
大崎市議会の「大崎市公共交通に関する提言書（案）」に対する意見

１ 意見

２ 意見の提出者

＊上記に記載してください。（提出者に関する記載事項は公表しません）

＊匿名，電話でのご意見については応じかねますのでご了承ください。

３ 意見の提出先

（１）持参の場合 ・大崎市議会事務局（本庁舎５階）

・各総合支所地域振興課

（２）郵送の場合 〒９８９－６３２１ 大崎市古川七日町１番１号

大崎市議会事務局 宛 ≪※１月２８日（水）当日消印有効≫

（３）ファクスの場合 ０２２９－２３－１０１３

（４）Eメールの場合 gikai@city.osaki.miyagi.jp

ページ数 意 見 の 内 容

ふ り が な

氏 名

住 所

連 絡 先

対 象 者 区 分

（該当番号に〇）

１ 市内に住所を有する人

２ 市内に勤務または通学している人

３ 市内に事業所を有する個人または法人


